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高額療養費 基礎データ 

保団連 本並 
 
１．利用状況 

（１）国民全体 
高額療養費 年 1 回以上の利用者   795 万人 
多数回該当（年 4 回以上利用者） 155 万人  
 
（２）現役世代（70歳未満）の利用状況 

現役世代（70 歳未満）  年 1 回以上利用者は 400 万人 
（内訳）  
年収 770 万以下の中低所得層で 370 万人が利用（現役世代の 92％） 
※年収 770 以下の方は、現役世代全体の被保険者数の 84％を占める 
 
（３）問題点 

○年収 650 万円から 770 万円の階層は 2027 年 8 月から 1.7 倍 5 万円の負担増となる。 
〇全世代の負担増だが、特に現役世代の中低所得層を狙い撃ち 
〇利用者・当事者の人数は制度改悪が固まった後の 1 月 23 日医療保険部会で初めて公表された。 
〇制度利用者の収入減少、医療費支出、受診抑制を含む影響など実態調査は未だ実施していない。 
 
２．厚労省は患者の受診抑制 2270億円を見込む 

（１）制度改悪による財政影響 
医療費削減 ➡5330 億円 
（内訳） 
患者負担増 ➡3060 億円 
受診抑制  ➡2270 億円 
 
（２）受診抑制 

1 月 23 日医療保険部会に提出された資料では、受診抑制 2270 億円を見込む。 
※厚労省は受診回数や治療中断を折り込んだ上で提案。 

 
３．保険料軽減はわずか月 46円～208円 

（１）保険料 
一人当たり保険料で年間 1100 円～5000 円の引き下げ。 
月額では 92 円～417 円と見込む。 
勤労者の場合、保険料は企業主負担と折半のため、保険料軽減は月 46 円～208 円と微々たるも

の。 
 
４．子育て支援財源を盾に命綱を破壊  

〇28 年度に 3.6 兆円の財源確保、うち 1 兆円は社会保障費削減で捻出 
〇高額療養費で最終年度には 3500 億円程度を確保 
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（７） 2025 年 1月 25日第2993号 （第三種郵便物認可）

　
厚
労
省
は
昨
年
11
月
か
ら
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
に
入
り
、
審
議
会
と
大
臣

折
衝
を
経
て
年
末
の
予
算
編
成
過
程
で
方
針
決
定
し
た
。
見
直
さ
れ
れ
ば
2
0
2
5

年
8
月
か
ら
患
者
が
支
払
う
負
担
限
度
額
が
大
幅
に
引
き
上
が
る
。
現
役
世
代
の
保

険
料
負
担
の
軽
減
を
名
目
に
、
い
ざ
と
い
う
時
の
患
者
負
担
を
全
世
代
的
に
増
や
す

制
度
改
悪
で
あ
り
、
保
団
連
は
患
者
負
担
増
の
中
止
を
求
め
る
立
場
だ
。

　
今
回
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
改
悪
の
問
題
点
を
解
説
す
る
。
第
1
回
は
70
歳
未
満
に
お

け
る
見
直
し
の
概
要
を
示
し
、
影
響
や
負
担
感
に
つ
い
て
考
え
る
。

限
界
超
え
る
見
直
し
案

年
収
区
分
を
13
段
階
に
細
分
化

　
見
直
し
案
で
は
、
2
0
2

5
年
8
月
以
降
、
現
行
の
各

年
収
段
階
に
応
じ
て
傾
斜
を

つ
け
て
、
負
担
限
度
額
（
多

数
回
該
当
も
含
む
）
を
引
き

上
げ
る
。
お
お
む
ね
、「
住
民

税
非
課
税
」
は
2
・
5
％
増
、

「
3
7
0
万
円
未
満
」は
5
％

増
、「
3
7
0
万
〜
7
7
0
万

円
」
は
10
％
増
、「
7
7
0
万

〜
1
1
6
0
万
円
」
は
12
・

5
％
増
、「
1
1
6
0
万
円

〜
」
は
15
％
増
と
す
る
。

　
次
い
で
、26
年
8
月
以
降
、

住
民
税
非
課
税
を
除
い
た
各

年
収
区
分
を
13
段
階
に
細
分

化
し
た
上
で
、
各
年
収
区
分

内
で
年
収
が
高
い
層
か
ら
、

引
き
上
げ
幅
を
高
く
す
る
形

で
見
直
す
（
左
上
図
・
イ
メ

ー
ジ
）。
低
所
得
層
に
対
す
る

負
担
の
軽
減
す
ら
一
切
な

く
、
全
て
の
患
者
を
対
象
に

負
担
増
を
求
め
る
。

年
収
6
5
0
万
円
で
1
・
73
倍
に
引
き
上
げ

　
と
り
わ
け
問
題
な
の
は
、

被
保
険
者
（
現
役
世
代
）
の

8
割
近
く
を
占
め
る
中
所
得

・
低
所
得
層
に
多
大
な
負
担

増
を
強
い
て
い
る
こ
と
だ（
左

表
・
影
響
試
算
）。

　
年
収
6
5
0
万
〜
7
7
0

万
円
の
層
で
は
、
負
担
限
度

額
は
最
終
的
（
27
年
8
月
以

降
）
に
月
8
万
1
0
0
円
か

ら
13
万
8
6
0
0
円
に
、
年

収
5
1
0
万
〜
6
5
0
万
円

の
層
で
は
、
同
様
に
月
8
万

1
0
0
円
か
ら
11
万
3
4
0

0
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

各
々
、
1
・
73
倍
（
＋
5
万

8
5
0
0
円
）、
1
・
42
倍

（
＋
3
万
3
3
0
0
円
）の
大

表 細分化・引き上げ後の影響試算

年収区分 現行の
限度額 年収区分 2027年8月

からの限度額 負担増額 負担増率

1,160万円～ 252,600円
(140,100円)

▶

（
年
収
区
分
細
分
化
と
負
担
限
度
額
の
引
き
上
げ
）

1,650万円～ 444,300円
(246,600円)

191,700円
(106,500円)

1.76倍
(1.76倍)

1,410万～
1,650万円

360,300円
(199,800円)

107,700円
(59,700円)

1.43倍
(1.43倍)

1,160万～
1,410万円

290,400円
(161,100円)

37,800円
(21,000円)

1.15倍
(1.15倍)

770万～
1,160万円

167,400円
(93,000円)

1,040万～
1,160万円

252,300円
(140,100円)

84,900円
(47,100円)

1.51倍
(1.51倍)

950万～
1,040万円

220,500円
(122,400円)

53,100円
(29,400円)

1.32倍
(1.32倍)

770万～
950万円

188,400円
(104,700円)

21,000円
(11,700円)

1.13倍
(1.13倍)

370万～
770万円

80,100円
(44,000円)

650万～
770万円

138,600円
(76,800円)

58,500円
(32,800円)

1.73倍
(1.75倍)

510万～
650万円

113,400円
(63,000円)

33,300円
(19,000円)

1.42倍
(1.43倍)

370万～
510万円

88,200円
(48,900円)

8,100円
(4,900円)

1.1倍
(1.11倍)

～370万円 57,600円
(44,000円)

260万～
370万円

79,200円
(48,300円)

21,600円
(4,300円)

1.38倍
(1.1倍)

200万～
260万円

69,900円
(47,400円)

12,300円
(3,400円)

1.21倍
(1.08倍)

～200万円 60,600円
(46,500円)

3,000円
(2,500円)

1.05倍
(1.06倍)

住民税
非課税

35,400円
(24,600円)

住民税
非課税

36,300円
(25,200円)

900円
(600円)

1.03倍
(1.02倍)

※上段は月負担限度額、（　）は多数回該当（注）の月負担限度額。
　（注）直近1年で3回、負担限度額を超えた場合、4回目以降は月負担限度額が下がる措置。
※ 年収370万円以上の層では、月負担限度額に（一定額を超える医療費×1％分）が別途追加
される（上記表には未記載）。

厚労省「大臣折衝事項」等に基づき作成

図 自己負担限度額（70歳未満・定額分）の引き上げイメージ

自
己
負
担
限
度
額

年収区分

厚労省「大臣折衝事項」等に基づき作成

　
保
団
連
は
高
額
療
養
費

制
度
の
見
直
し
方
針
決
定

を
う
け
、
中
止
を
求
め
る

談
話
を
12
月
27
日
に
発
表

し
た
。

　
談
話
で
は
、
厚
労
省
が

こ
の
間
の
賃
上
げ
の
実
現

を
理
由
に
負
担
限
度
額
の

引
き
上
げ
を
正
当
化
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、
賃
金
、

年
金
と
も
に
実
質
的
な
削

減
が
行
わ
れ
る
中
で
異
常

な
物
価
高
騰
に
よ
り
国
民

生
活
は
圧
迫
さ
れ
て
い
る

と
反
論
。
現
役
世
代
の
保

険
料
軽
減
効
果
も
限
定
的

で
、
国
の
財
源
負
担
を
削

減
す
る
た
め
の
口
実
に
過

ぎ
な
い
と
指
摘
し
た
。

　
ま
た
、
が
ん
患
者
の
団

体
が
制
度
改
悪
に
よ
り

「
生
活
が
成
り
立
た
な
く

な
る
、
あ
る
い
は
治
療
の

継
続
を
断
念
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
患
者
と
そ

の
家
族
が
生
じ
る
可
能
性

が
危
惧
さ
れ
る
」
と
懸
念

し
た
こ
と
を
紹
介
。
重
篤

な
疾
患
を
抱
え
る
患
者
に

と
っ
て
の「
命
綱
の
制
度
」

が
改
悪
さ
れ
れ
ば
命
が
脅

か
さ
れ
る
と
批
判
し
た
。

　
あ
わ
せ
て
、
70
歳
以
上

で
年
収
3
7
0
万
円
未
満

の
者
に
適
用
さ
れ
る
「
外

来
特
例
」
の
限
度
額
引
き

上
げ
は
窓
口
負
担
増
に
直

結
し
、
さ
ら
な
る
受
診
抑

制
を
引
き
起
こ
す
と
警
鐘

を
鳴
ら
し
た
。

倍
（
＋
2
万
1
6
0
0
円
）、

1
・
21
倍
（
＋
1
万
2
3
0

0
円
）
の
引
き
上
げ
と
な
る
。

中
間
層
の
復
活
ど
こ
ろ
か
、

衰
退
に
さ
ら
に
拍
車
か
け
る

も
の
だ
。

　
年
収
1
1
6
0
万
円
以
上

の
層
で
は
、
た
だ
で
さ
え
高

い
負
担
限
度
額
の
水
準
（
月

25
・
3
万
円
）
が
引
き
上
が

る
こ
と
で
、
例
え
ば
、
が
ん

治
療
（
胃
が
ん
、
肝
臓
が
ん

手
術
で
10
日
間
入
院
な
ど
）

で
も
負
担
限
度
額
に
よ
る
軽

減
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ケ

ー
ス
も
出
て
き
か
ね
な
い
。

追
加
出
費
が
か
さ
む
入
院
代
に
追
い
打
ち

　
現
在
、民
間
の
勤
労
者（
男

性
）
の
平
均
年
収
は
5
6
9

万
円
だ
（
国
税
庁
「
2
0
2

3
年
分
民
間
給
与
実
態
統
計

調
査
結
果
」）。月
給
40
万
円
、

賞
与
89
万
円
と
想
定
し
、
例

え
ば
、
27
年
8
月
以
降
に
血

液
が
ん
で
入
院
し
た
場
合
、

抗
が
ん
剤
治
療
な
ど
最
初
の

3
カ
月
間
で
10
万
円
の
負
担

増
（
負
担
限
度
額
引
き
上
げ

3
万
3
千
円
×
3
）
が
見
込

ま
れ
る
。

　
入
院
に
よ
り
収
入
が
な
く

な
る
、
あ
る
い
は
大
幅
に
下

が
る
上
、
治
療
費
以
外
に
も

病
衣
、
タ
オ
ル
、
日
用
品
、

医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
な
ど
出
費

は
か
さ
む
。

　
治
療
の
一
環
と
し
つ
つ

も
、
入
院
食
事
代
（
1
日
約

1
5
0
0
円
）
は
別
途
患
者

負
担
で
高
額
療
養
費
の
対
象

外
だ
。
治
療
の
強
い
副
作
用

で
病
院
食
の
摂
取
が
困
難
に

な
り
、
別
途
、
患
者
が
自
炊

し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
一

連
の
治
療
が
ひ
と
段
落
し
た

後
も
、
完
全
に
職
場
・
生
業

に
復
帰
で
き
る
保
障
は
な

い
。

　
負
担
限
度
額
の
引
き
上
げ

は
、
治
療
や
先
行
き
に
不
安

を
抱
え
る
入
院
患
者
に
追
い

打
ち
を
か
け
る
も
の
だ
。
患

者
が
安
心
し
て
入
院
治
療
に

専
念
す
る
た
め
に
も
、
負
担

限
度
額
の
引
き
上
げ
は
中
止

す
べ
き
で
あ
る
。

　
次
回
は
、
高
齢
者
が
利
用

す
る
「
外
来
特
例
」
の
改
悪

の
内
容
に
つ
い
て
解
説
す

る
。

幅
な
引
き
上
げ
だ
。

　
年
収
2
6
0
万
〜
3
7
0

万
円
の
層
で
は
、
負
担
限
度

額
は
最
終
的
に
月
5
万
7
6

0
0
円
か
ら
7
万
9
2
0
0

円
に
、
年
収
2
0
0
万
〜
2

6
0
万
円
の
層
で
は
、
同
様

に
月
5
万
7
6
0
0
円
か
ら

6
万
9
9
0
0
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
る
。
各
々
、
1
・
38

「
命
綱
の
制
度
」の
改
悪
は
中
止
を

保
団
連
抗
議
談
話

21
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今
年
8
月
か
ら
の
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
が
今
国
会
の
予
算
審
議
で
狙
わ
れ

る
。
全
世
代
に
負
担
増
を
強
い
る
改
悪
で
あ
り
、
保
団
連
は
中
止
を
求
め
て
取
り
組

み
を
強
め
て
い
る
。

　
シ
リ
ー
ズ
で
改
悪
の
問
題
点
を
解
説
し
、
第
1
回
は
見
直
し
に
よ
る
現
役
世
代
へ

の
影
響
を
考
え
た
。
今
回
は
70
歳
以
上
の
高
齢
者
に
焦
点
を
当
て
る
。

高
齢
者
も
全
所
得
層
で
負
担
上
限
引
き
上
げ

70
歳
以
上
も
年
収
段
階
に

応
じ
て
傾
斜
が
つ
く
。
年
収

3
7
0
万
円
以
上
の
高
齢
者

は
現
役
並
み
と
み
な
さ
れ
、

現
役
世
代
と
同
様
に
負
担
上

限
額
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
中
・
低

所
得
層
の
負
担
増
率
が
特
に

高
い
。

　
低
所
得
層
に
対
す
る
配
慮

と
し
て
引
き
上
げ
幅
が
軽
減

さ
れ
る
が
、
年
収
2
0
0
万

円
未
満
は
3
千
円
、
住
民
税

非
課
税
で
一
定
所
得
を
超
え

る
層
と
以
下
の
層
は
そ
れ
ぞ

れ
7
0
0
円
、
4
0
0
円
負

担
が
増
え
る
（
表
・
影
響
試

算
）。

早
期
発
見
・
早
期
治
療
の
要
を
改
悪

　
ま
た
、
年
収
3
7
0
万
円

未
満
の
高
齢
者
に
は
外
来
診

療
に
か
か
っ
た
金
額
を
軽
減

す
る
「
外
来
特
例
」
が
あ
る

が
、
こ
れ
も
見
直
さ
れ
る
。

年
収
2
6
0
万
〜
3
7
0
万

円
と
年
収
2
0
0
万
〜
2
6

0
万
円
の
層
で
は
、
2
0
2

6
年
8
月
か
ら
月
額
上
限
が

1
万
円
、
年
間
上
限
が
8
万

円
引
き
上
が
り
、
1
・
56
倍

に
な
る
。
年
収
2
0
0
万
円

未
満
の
層
は
月
額
上
限
が
2

千
円
、
年
間
上
限
が
1
万
6

千
円
の
引
き
上
げ
で
一
定
の

抑
制
が
か
か
る
。

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
一

定
所
得
を
超
え
る
層
は
月
額

5
千
円
の
引
き
上
げ
で
1
・

63
倍
と
さ
ら
に
負
担
増
の
影

響
が
大
き
い
。
一
定
所
得
以

下
の
層
は
8
千
円
に
据
え
置

か
れ
る
。

　
外
来
特
例
は
、
高
齢
に
な

る
ほ
ど
病
気
に
か
か
り
や
す

く
受
診
す
る
機
会
が
増
え
る

一
方
、
所
得
（
ほ
ぼ
年
金
。

勤
労
所
得
は
限
定
）
は
現
役

時
代
に
比
べ
て
大
幅
に
低
下

す
る
こ
と
に
考
慮
し
た
も
の

だ
。
現
在
、
後
期
高
齢
者
の

う
ち
9
割
弱
が
外
来
で
何
ら

か
の
慢
性
疾
患
を
治
療
し
、

お
よ
そ
3
人
に
2
人
が
2
つ

以
上
の
慢
性
疾
患
を
治
療
す

る
な
ど
、
高
齢
な
患
者
ほ
ど

多
く
の
受
診
が
必
要
に
な

る
。
と
り
わ
け
、
疾
病
が
重

篤
化
し
や
す
く
、
状
態
回
復

も
遅
く
な
る
高
齢
者
に
と
っ

て
は
、
早
期
発
見
と
早
期
治

療
が
重
要
だ
。

高
齢
者
は
す
で
に
重
い
窓
口
負
担

　
原
則
、
窓
口
負
担
1
割
の

75
歳
以
上
の
高
齢
者
（
お
よ

び
70
〜
74
歳
は
原
則
2
割
負

担
）
に
つ
い
て
負
担
が
軽
い

か
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
が
、

す
で
に
高
齢
者
は
重
い
窓
口

負
担
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の

が
現
実
だ
。
年
収
に
対
す
る

窓
口
負
担
が
占
め
る
割
合
で

は
、
現
役
世
代
（
30
〜
50
代
）

の
約
2
〜
6
倍
の
重
い
負
担

を
強
い
ら
れ
て
い
る
（
図
）。

　
年
金
が
実
質
削
減
さ
れ
る

中
、
22
年
10
月
よ
り
75
歳
以

上
の
高
齢
者
に
窓
口
負
担
2

割
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
負

担
割
合
は
さ
ら
に
上
昇
し
て

い
る
。
外
来
特
例
を
は
じ
め

負
担
限
度
額
の
引
き
上
げ

は
、
こ
う
し
た
不
公
平
な
状

況
を
さ
ら
に
広
げ
て
、
高
齢

者
を
医
療
か
ら
ま
す
ま
す
遠

ざ
け
る
こ
と
に
な
る
。

外
来
特
例
は
当
然
の
政
策
的
配
慮

　
医
療
費
が
高
く
な
る
一

方
、
年
収
は
低
く
な
る
高
齢

者
に
と
っ
て
、
外
来
特
例
な

ど
で
負
担
軽
減
を
図
る
別
建

て
の
仕
組
み
は
当
然
の
政
策

的
配
慮
だ
。
年
齢
・
世
代
の

違
い
に
か
か
わ
り
な
く
「
負

担
能
力
に
応
じ
た
負
担
」
を

求
め
る
と
す
る
厚
労
省
の
主

張
は
問
題
が
多
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

表　年収370万円未満の高齢者（70歳以上）への影響試算
年収区分 ～25年7月 25年8月～ 増額

(初年)

▶

細
分
化
（
26
年
8
月
〜
）

年収区分 26年8月～ 27年8月～ 増額
（最終）

増率
（最終）

～370万円 57,600円 60,600円 3,000円

260万～
370万円 69,900円 79,200円 21,600円 1.38倍

多数回該当 47,400円 48,300円 4,300円 1.10倍
外来特例(月) 28,000円 28,000円 10,000円 1.56倍

多数回該当 44,000円 46,500円 2,500円

外来特例(年間) 224,000円 224,000円 80,000円 1.56倍
200万～
260万円 65,100円 69,900円 12,300円 1.21倍

多数回該当 46,800円 47,400円 3,400円 1.08倍

外来特例(月) 18,000円 18,000円 0円
外来特例(月) 28,000円 28,000円 10,000円 1.56倍
外来特例(年間) 224,000円 224,000円 80,000円 1.56倍
～200万円 60,600円 60,600円 3,000円 1.05倍

外来特例(年間) 144,000円 144,000円 0円
多数回該当 46,500円 46,500円 2,500円 1.06倍
外来特例(月) 20,000円 20,000円 2,000円 1.11倍
外来特例(年間) 160,000円 160,000円 16,000円 1.11倍

住民税非課税 24,600円 25,300円 700円 住民税非課税 25,300円 25,300円 700円 1.03倍
外来特例(月) 8,000円 8,000円 0円 外来特例(月) 13,000円 13,000円 5,000円 1.63倍

住民税非課税
（一定所得以下） 15,000円 15,400円 400円 住民税非課税

（一定所得以下） 15,400円 15,400円 400円 1.03倍

外来特例(月) 8,000円 8,000円 0円 外来特例(月) 8,000円 8,000円 0円 1.00倍
※多数回該当は、直近1年で3回、負担限度額を超えた場合、4回目以降は月負担限度額が下がる措置。

厚生労働省「大臣折衝事項」（2024年12月25日）に基づき作成
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日本医師会「全世代型社会保障検討会議」提出資料（2020年11月24日）より修正作成

図　1人当たり年間収入（左）と1人当たり年間収入に対する患者一部負担の比率（右）の逆相関

収
入
が
半
減

収
入
に
占
め
る
負
担
は
2～
6倍

（万円） （%）

（年齢） （年齢）

2

2
0
1
8
年
に
肺
腺
癌
と

診
断
さ
れ
ま
し
た
。
ス
テ
ー

ジ
4
で
手
術
や
放
射
線
治
療

も
で
き
ず
、
エ
ン
ド
レ
ス
の

抗
が
ん
剤
治
療
を
続
け
て
い

ま
す
。
治
療
費
用
は
現
在
で

も
大
き
な
負
担
に
な
り
、
精

神
的
に
も
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
さ
ら
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
な
ん
て
、「
生

き
る
こ
と
を
諦
め
ろ
」
と
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
絶
望

的
な
気
持
ち
で
す
。

　
病
気
に
な
っ
て
、
フ
ル
タ

イ
ム
の
仕
事
を
手
放
し
ま
し

た
が
、
幸
い
、
が
ん
に
理
解

あ
る
会
社
に
パ
ー
ト
採
用
し

て
い
た
だ
き
、
短
時
間
の
仕

事
を
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
に

も
治
験
の
経
験
か
ら
製
薬
企

業
等
で
闘
病
経
験
を
お
話
す

る
な
ど
し
て
、
何
と
か
治
療

費
の
足
し
に
し
よ
う
と
努
力

し
て
い
ま
す
が
、
体
力
的
に

も
限
界
が
あ
り
ま
す
。

　
私
に
は
こ
の
春
に
中
学
3

年
生
と
高
校
3
年
生
に
な
る

子
ど
も
が
い
ま
す
。
で
き
る

い
ま
す
。

　
子
ど
も
も
ア
ル
バ
イ
ト
を

し
て
、
家
族
み
ん
な
で
精
い

っ
ぱ
い
頑
張
っ
て
い
ま
す
が
、

物
価
高
騰
や
夫
の
転
職
も
重

な
り
、
実
質
賃
金
は
下
が
る

一
方
で
す
。
国
は
な
ぜ
こ
ん

な
仕
打
ち
を
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。

1
月
23
日
の
社
保
審
・
医

療
保
険
部
会
で
、
高
額
療
養

費
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
が
、

子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
闘
病

す
る
親
を
は
じ
め
当
事
者
の

声
な
ど
、
ど
な
た
に
も
拾
っ

て
い
た
だ
け
ず
、
高
額
療
養

費
制
度
の
話
が
子
ど
も
の
ヘ

ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
の
あ
り
方

に
す
り
替
わ
っ
て
い
て
、
愕

然
と
し
ま
し
た
。

　
私
は
22
年
か
ら
定
期
的
に

が
ん
患
者
さ
ん
へ
の
ピ
ア
サ

ポ
ー
ト
と
し
て
、
地
元
で
が

ん
サ
ロ
ン
を
開
催
し
て
い
ま

す
が
、
あ
る
参
加
者
が
「
貯

金
が
な
く
な
っ
た
ら
、
自
分

の
人
生
は
終
わ
り
」
と
言
っ

て
い
た
の
が
と
て
も
切
な
く
、

弱
い
立
場
の
人
を
追
い
込
む

よ
う
な
国
の
方
針
に
怒
り
を

感
じ
ま
す
。

　
生
き
る
希
望
や
、
子
ど
も

た
ち
の
未
来
を
奪
う
よ
う
な

自
己
負
担
上
限
額
の
引
き
上

げ
に
強
く
反
対
し
ま
す
。
誰

も
が
突
然
重
い
病
気
に
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
病
気

に
な
る
と
、
生
き
づ
ら
い
日

本
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

人
の
命
は
お
金
が
無
い
と
、

諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
し
ょ
う
か
？
そ
ん
な
日
本

に
な
ら
な
い
よ
う
、
ウ
ェ
ブ

署
名
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

水
戸
部
ゆ
う
こ
さ
ん（
50
歳
）

限
り
の
消
費
を

抑
え
て
教
育
費

に
回
し
て
き
ま

し
た
が
、
お
金

の
こ
と
が
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
に
な

り
、
進
路
選
択

に
影
響
が
出
な

い
か
心
配
し
て

「
生
き
る
こ
と
を
諦
め
ろ
」

と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

患者の声患者の声
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